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　平成24年４月１日付け採用予定の町職員採用試験を、職員採用統一試験により行います。
採用区分及び採用予定人数　事務（本庁または出先機関で一般事務従事）４人程度
受験資格　次に示す受験資格を有し、地方公務員法第16条の欠格条項のいずれにも該当しない方
○昭和60年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した方または
　平成24年３月31日までに卒業する見込みの方
試験日・試験場　第１次試験　７月24日（日）　茨城大学水戸キャンパス（水戸市文京２丁目１－１）
　　　　　　　　第２次試験　９月上旬に実施　（第１次試験合格者へ通知）
試験内容　第１次試験　教養試験（作文を含む） ／ 第２次試験　口述試験、身体検査
給　　与　職員の給与に関する条例・規則に基づき支給されます。
　大学卒／172,200円（学校卒業後、一定経験年数がある場合には一定金額を加算。その他各種手当あり。）
申込方法　申込用紙の請求  申込用紙は直接コミュニティセンター城里２階の総務課に設置しています。
　　　　　郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、あて名を明記
　　　　　して120円切手を貼った返信用封筒（角型２号）を同封してください。
　　　　　申込用紙の提出　直接役場本庁舎２階に持参するか、郵送で提出してください。
募集期間　５月６日（木）～31日（月）　午前８時30分～午後５時15分（土日を除く／郵送の場合は必着）
申込先・問合せ　総務課　人事給与G（〒311‐4391 城里町大字石塚1428‐25）
　　　　　　　　　029‐288‐3111（内線215）
※受験料は不要です。その他詳しくは町ホームページをご覧ください。

　各公民館では平成23年度の定期講座の受講者

を募集します。お気軽にご参加ください。

　詳しくは５月下旬に配布予定の「受講生募集」

（受講申込書）の冊子をご覧ください。

常北公民館／　029‐288‐5575　

　木彫り教室、太極拳教室、リボン・アートフ

　ラワー教室、とんぼ玉教室、かるがもクラブ、

　寿大学、フラワークッキング教室、男の料理

　教室

桂公民館／　029‐289‐2220　

　いきいき塾、オカリーナ教室、大正琴教室、

　旬菜料理教室、気功教室、ヘルシーエクササ

　イズ教室、大人の塗り絵教室

七会公民館／　0296‐88‐3210

　パッチワーク教室、ヨーガ教室、太極拳教室、

　絵画教室、編物教室、ビーズアクセサリー教

　室、生花・フラワーデザイン教室、表具掛軸

　教室、押花教室

常北・地区公民館講座

　カラオケ教室（上古内）、手編み教室（上古内）、

　歌謡教室（春園）

岩船地区公民館／　029‐289‐4535

　新舞踊教室、健康歌謡教室、ウクレレ教室、

　和風小物作り、書道教室、硬筆（ペン字教室）、

　カフェスタイル料理教室、絵手紙教室、中華

　料理教室

○その他１日講座も多数企画しています。



問合せ　健康福祉課　　029‐240‐6550

各　種　手　当

子１人、全部支給の場合

子１人、一部支給の場合

（１級）

（２級）

児童扶養手当

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

健康管理手当

平成22年度（月額） 平成23年度（月額）

41,720円

41,710円～9,850円

50,750円

33,800円

26,440円

14,380円

33,800円

41,550円

41,540円～9,810円

50,550円

33,670円

26,340円

14,330円

33,670円

障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について

○平成23年４月１日より前において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子さんを有している場合に

　は、法施行時（※）から加算の対象となります。　⇒　平成23年３月31日における生計維持関係を確認するこ

　とになります。

○平成23年４月１日以降において、受給権発生後に生計を維持する配偶者やお子さんを有することとなった

　場合は、その事実が発生した時点（※）から加算の対象となります。　⇒　婚姻、出生等の事実が発生した日

　における生計維持関係を確認することになります。

平成23年４月からは加算の範囲が拡大されます

　受給権発生時にすでに生計を維持する配偶者やお子さんを有している場合には、受給権発生時（※）から加

算の対象となります。　⇒　受給権発生時における生計維持関係を確認していました。

平成23年３月までは

　これまでは障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子

さんがいる場合で、障害等級が１級または２級に該当する方に加算を行っておりましたが、平成23年４月施

行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持する

ことになった配偶者やお子さんがいる場合にも届け出によって加算を行うことになります。

　このたびの法律改正により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子

加算の運用についても見直しが行われます。

　児童扶養手当は、お子さんが障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年４月

以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給者とお子さんの間に

生計維持関係がないものとして取り扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが

可能となります。

　児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは

　　両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害（国民年金または厚生年金保険法１級相当）の状態にあ

　ることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。

　児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは

　　母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

　　　問合せ　●障害年金加算改善法について
　　　　　　　　保険課　　029‐288‐3111（内線372）、水戸南年金事務所　　029‐227‐3251
　　　　　　　●児童扶養手当額・児童扶養手当制度について　 健康福祉課　　029‐240‐6550
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平成23年度の児童扶養手当・特別児童扶養手当等の額が0.4％引き下げられます
　児童扶養手当等の額は、物価変動に応じて改定されます。平成22年の物価が平成17年の物価と比較
してマイナス0.4％となったため、平成23年４月分から手当額が0.4％引き下げられます。


